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資料 ４

他の制度等と連携したリスク評価の推進のための

対象物質選定方法の検討について（案）

平成１８年度から、労働者の健康障害防止のための化学物質のリスク評価を開始し、現

在までに４８物質についてリスク評価を実施してきた。

この間、より適切なリスク評価のために実施体制の拡充等を行い、対象物質も、当初の

発がん性に着目した選定から、生殖毒性、神経毒性等重篤な有害性全般に着目して選定し

ているところ。

一方、他の制度等においても、化学物質の有害性情報等の収集・整理及びその活用が行

われており、これらとの連携により、より効率的で効果的なリスク評価が可能となると考

えられる。

このため、リスク評価対象物質の選定に当たり、次の①及び②の対応を行ってはどうか。

① 現在、対象物質候補の検討に当たり、生殖毒性及び神経毒性のＧＨＳ分類「区分１」

の物質のリストを参考としているが、当面、下記１～４の制度等に関連する情報をこの

リストに掲載し、選定に当たっての参考とする。

② さらに、今後、下記の制度等との効果的な連携について検討していく。

なお、今後、関係省の共同の検討会において、化学物質の一元的な有害性情報の収集・

評価・提供等について検討を行うことを予定しており、この検討状況も踏まえ、今後さら

に、他の制度等との効果的な連携を検討してはどうか。

１ 母性保護のための有害化学物質へのばく露の防止（女性労働基準規則）

今月、女性労働基準規則が改正され、生殖毒性又は生殖細胞変異原性がＧＨＳ分類で

「区分１」等に該当する２５物質について、作業環境測定結果が第三管理区分である場

合等は、女性の就業が禁止されることとなった。（別紙１参照）

対象物質は、労働安全衛生法に基づく制度の規制対象となっている物質であり、リス

ク評価により今後規制対象に加えられる物質についても、順次同様の措置が検討される。

このため、

① 当面、生殖毒性を有する化学物質の選定に当たっては、ＧＨＳ分類の根拠となった

有害性情報の内容にも配慮するとともに、

② 今後、生殖毒性等を有する化学物質のリスク評価をより体系的に行うことを検討し

てはどうか。
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２ 療養補償等の対象範囲の検討における化学物質の有害性情報の収集・整理

労働基準法に基づく療養補償等の対象となる業務上疾病の範囲（労働基準法施行規則

第３５条等により規定）について、有識者の検討会において、化学物質へのばく露によ

る疾病の症例報告等の収集・整理の結果をもとに検討が行われている。（別紙２参照）

この検討過程で、収集された症例報告等をリスク評価の対象物質の選定に役立てては

どうか。

３ 労働安全衛生法に基づく他の仕組みによる有害性情報の収集・整理

労働安全衛生法（以下、「法」という。）に基づく他の仕組みとの連携については、現

在、以下の（１）～（３）のとおりであるが、今後さらに効果的な連携の方法について

検討してはどうか。

また、（４）の有機則対象物質については、すでに、必要に応じリスク評価対象物質

としているところであるが、今後、その有害性情報を勘案し、必要なものは、順次、リ

スク評価の対象としてはどうか。

（１）ＭＳＤＳの交付

法第５７条の２に基づき政令で定めた６３３物質について、ＭＳＤＳの交付を義務

づけている。また、これらの物質等については、モデルＭＳＤＳを公表している。

現在、リスク評価の対象物質の選定に当たって、モデルＭＳＤＳにおける生殖毒性

等のＧＨＳ分類を活用している。

（２）国による有害性試験の実施

法第５７条の５に基づき、国はがん原性試験等を実施しており、試験の結果、労働

者にがんを生ずるおそれのある物質については、法第２８条第３項に基づき労働者の

健康障害防止のための指針を公表している。

現在、国によるがん原性試験等により得られた有害性情報をリスク評価対象物質の

選定に役立てているところである。

（３）新規化学物質の変異原性に関する情報

法第５７条の３に基づき、新規化学物質の製造・輸入を行おうとする者は、変異原

性試験結果を国に届け出ることとされており、このうち強い変異原性が認められた物

質については、厚生労働省の通達により健康障害防止措置を指導している。

届け出られた化学物質は、必ずしも製造・取扱量が多くないことから、この仕組み

により収集した変異原性に関する情報は、現在のところ、リスク評価対象物質の選定

には十分に活用されていない。
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（４）有機則対象物質

有機溶剤中毒予防規則（有機則）の対象物質のうち、エチレングリコールモノエチ

ルエーテル等３物質については、今年１～１２月の製造・取扱を対象とした有害物ば

く露作業報告が、該当事業場から来年１～３月に提出されるので、これを基礎データ

として、今後リスク評価を実施し、必要な場合は、現行有機則に基づく措置以外の健

康障害防止措置を検討することとしているところ。

一方、これら以外の有機則対象物質については、発がん性をはじめとする有害性が

認められるものについても、有機則に基づく措置が講じられていることから、今まで

はリスク評価の対象としていない。

４ 化審法によるリスク評価における有害性情報等の収集・整理

平成２１年の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（化審法）の改正に

より、国が既存物質のリスク評価を実施することとなり、本年３月までに、優先評価化

学物質として９５物質が告示されている。（別紙３参照）

今後、優先化学物質のリスク評価が順次実施されるとともに、優先評価化学物質の追

加も順次行われる。また、改正化審法では、他の制度の施行に資するために必要な情報

提供の制度も設けられている。

化審法の優先評価化学物質のうち、ヒトの健康への影響の観点から選定された物質に

関して収集された有害性情報等については、当方のリスク評価においても活用価値が高

いと考えられることから、当方のリスク評価対象物質の選定に当たっても考慮すること

としてはどうか。

５ その他

他の制度等との連携には該当しないが、発がん性以外に着目して選定された物質のリ

スク評価手法について、有害性評価小検討会において検討した結果、一次評価値の設定

に当たって、生殖毒性、神経毒性等に関する試験結果の信頼性の検討が必要となってい

る。

このため、リスク評価対象物質の選定の段階から、生殖毒性以外の有害性についても、

ＧＨＳ分類の根拠となった有害性情報の内容についても配慮することとしてはどうか。
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母性保護のための「女性労働基準規則」を改正 
～生殖機能などに有害な物質が発散する場所での女性の就業を禁止、平成 24年 10月施行～ 

 

厚生労働省は本日、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性

労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則（女性則）の一部を改正する省令」を公布しました。

改正女性則は平成 24 年 10 月１日から施行となります。 

改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある 25 の化学物質（従来の規制対象は 9 物質）

を規制対象とし、これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、妊娠の有無や年齢などにか

かわらず全ての女性労働者の就業を禁止します。 

この改正女性則の公布を受け、厚生労働省では今後、今年 10 月の施行に向けた関係業界団体や関

係事業者への周知などに努める方針です。 

 

 

 

 

 

 

 

１．女性労働基準規則の対象物質（25物質） 

［特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの］ 

1 塩素化ビフェニル(PCB) 8 水銀およびその無機化合物（硫化水銀を除く） 

2 アクリルアミド 9 塩化ニッケル（Ⅱ）（粉状のものに限る） 

3 エチレンイミン  10 砒素化合物（アルシンと砒化ガリウムを除く） 

4 エチレンオキシド 11 ベータ－プロピオラクトン 

5 カドミウム化合物 12 ペンタクロルフェノール(PCP) およびそのナトリウム塩 

6 クロム酸塩 13 マンガン 

7 五酸化バナジウム 

（注）カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体、マンガン化合物は対象とならない。 

［鉛中毒予防規則の適用を受けているもの］ 

14 鉛およびその化合物  

 

平成 24 年 4 月 10 日 

【照会先】 

雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課 

課 長  成田 裕紀 

育児・介護休業推進室長  奥村 伸人 

課 長 補 佐  森  奈美 

（代表電話）03-5253-1111（内線 7854，7861） 

（直通電話）03-3595-3274 

● 女性労働者の就業を禁止する業務 

 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第３管理区分」（規制対象となる化学

物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態）となった屋内作業場での業務 

 タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、

呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務 

別紙 １ 



    

 

 

［有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの］ 

15 エチレングリコールモノエチルエーテル（セロソルブ） 21 テトラクロルエチレン（パークロルエチレン） 

16 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（セロソ

ルブアセテート） 

22 トリクロルエチレン 

17 エチレングリコールモノメチルエーテル（メチルセロソル

ブ） 

23 トルエン 

18 キシレン 24 二硫化炭素 

19 N，N－ジメチルホルムアミド 25 メタノール 

20 スチレン  

 

２．これまでの経緯 

平成 22年 12月～23年 12月 

 母性保護に係る専門家会合（座長：中林正雄 総合母子保健センター愛育病院院長） 

平成 24年１月 13日 

 第 111回雇用均等分科会（諮問） 

平成 24年１月 23日～２月 22日 

 パブリックコメントによる意見募集 

平成 24年２月 15日 

 労働基準法 113条に基づく公聴会（公益、労働者、使用者を代表する公述人からの意見の聴取） 

平成 24年３月 28日 

 第 114回雇用均等分科会（答申） 

  



    

 

 

（参考）労働安全衛生法令と改正女性則の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 図は大まかなイメージであり、例外もありますので、詳細については照会先までお問い 

 合せください。 

 

女性労働者の

就業の可否 

 

 

「就業可能」 

女性労働者の 

就業の可否 

 

 

 

「就業禁止」 

屋内作業場 

作業環境測定（注 1） 

第１管理区分 

作業場所の殆ど（95％以上）で、気中の

有害物質の濃度が、管理濃度（注 2）を超え

ない状態 

第２管理区分 

作業場所の気中の有害物質の濃度の平均

が、管理濃度を超えない状態 

 
第３管理区分 

作業場所の気中の有害物質の濃度の平均

が、管理濃度を超える状態 

労働安全衛生法令により、直ちに作

業環境を改善するために必要な措

置を講じ、第１管理区分又は第２管

理区分となるようにしなければな

らない。 

（注 1）作業環境測定は、作業環境測定機関（作業環境測定士）が実施する必要がある。 

（注２）管理濃度とは、有害物質を取り扱う作業場の空気環境の状態が良好かどうかを

判断する指標として、物質ごとに定められている濃度のこと。  

 

労働安全衛生法令による男女共通の規制 改正女性則による

規制 

労働安全衛生法令により、作業環境

を改善するために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

労働安全衛生法令と改正女性則の関係（イメージ） 

タンク内等 

屋外作業場 

有効な呼吸用保護具の着用が必要 

女性労働者の

就業の可否 

「就業可能」 



労働基準法施行規則第３５条専門検討会 

化学物質による疾病に関する分科会開催要綱 

 

 

１ 趣旨・目的 

業務上疾病の範囲については、労働基準法施行規則第３５条及びこれに基づく告示に定

められ、新しい疾病の発生等に対処し、業務上疾病の範囲に係る法令の見直し、追加を迅

速に行うため、労働基準法施行規則第３５条専門検討会を定期的に開催している。 

平成２１年に開催された労働基準法施行規則第３５条専門検討会において、「理美容の

業務による接触皮膚炎」及び「インジウムによる間質性肺炎」について分科会を開催して

検討を行うとともに、同分科会において、新たな化学物質による疾病について幅広く検討

することを望むとされたところである。 

また、国際労働機関（ILO）の「職業病の一覧表並びに職業上の事故及び疾病の記録及

び届け出に関する勧告」に付属する「職業病の一覧表」が２０１０年３月に改訂され、新

たな化学物質による疾病が示されたところである。 

このため、厚生労働省労働基準局労災補償部長が、化学物質による疾病について精通し

た者を参集し、最新の医学的知見等に基づいて検討を行うこととする。 

 

２ 検討事項 

 (1) 新たな化学物質やその化合物による疾病等について 

 (2) その他 

 

３ 分科会の構成等 

 (1) 本分科会は、別紙の医学専門家を参集者とする。 

 (2) 本分科会には、参集者の互選により座長をおき、座長は本分科会の議事を整理する。 

 (3) 本分科会には、必要に応じ、参集者以外の有識者等の出席を依頼することができる

ものとする。 

 

４ その他 

(1) 本分科会は、原則として公開とする。ただし、検討事項に個人情報等を含み、特定

の個人の権利又は利益を害するおそれがあるときは非公開とする。 

(2) 本分科会の事務は、労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室において行う。 

(3) 本要綱に定めるもののほか、本分科会の運営に関し必要な事項は、本分科会におい

て定める。 

  

TTFJU
タイプライターテキスト
別紙　２



別紙 

 

「労働基準法施行規則第３５条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」 

参集者名簿（五十音順） 

 

 

 

氏 名            所属・役職 （専門） 

 

 

圓
えん

 藤
どう

 吟
ぎん

 史
じ

  大阪市立大学大学院医学研究科産業医学分野教授 

 

髙
たか

 田
た

 礼
あや

 子
こ

  聖マリアンナ医科大学医学部予防医学教室教授 

 

松
まつ

 岡
おか

 雅
まさ

 人
と

  東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学（一）教室教授 

 

宮
みや

 川
がわ

 宗
むね

 之
ゆき

  独立行政法人労働安全衛生総合研究所健康障害予防研究グループ部長 

健康研究領域長（併任） 

柳
やなぎ

 澤
さわ

 裕
ひろ

 之
ゆき

  東京慈恵会医科大学医学部医学科環境保健医学講座教授 

 



●別表第１の２第４号１に基づく大臣告示に
追加するか否かを検討 
 

【検討の視点】 
・物質が日本国内で取扱いがあるか 
・通常労働の場において発症しうるか 
・物質による症状又は障害の特定 

１ 症例報告のある物質 ５０物質 
 

  MSDSの交付義務のある640物質のうち、
既に大臣告示に規定されている151物質を
除き、症例報告が３以上ある物質 

●
新
た
な
化
学
物
質
に
よ
る
疾
病
の
検
討
 

２ 過去に検討された物質について、現在 
  までに症例報告がなされた物質の有無 
 

  タリウム又はその化合物等の３物質類 

３ ＩＬＯリストに追加された９物質のう 
 ち、上記１の物質を除いた７物質に係る 
 症例報告の有無 
 

  イソシアン酸塩等の７物質類 
 （がん以外：３物質、がん：４物質） 

●別表１の２第７号に追加するか否かを検討 
 

【検討の視点】 
・物質が日本国内で取扱いがあるか 
・通常労働の場において発症しうるか 
・物質による疾病（がん）の特定 

●
具
体
的
検
討
が
要
請
 
 

 
さ
れ
た
事
項
 

１  インジウムによる間質性肺炎等 

２ 理美容等における接触性皮膚炎 

●上記１の症例報告のある化学物質の中で検討 

●大臣告示又は別表１の２に追加可能か検討 
 

【検討の視点】 
・皮膚炎等をおこす物質を特定できるか 
・特定できない場合にどのように規定できるか 

化学物質による疾病に関する分科会の検討事項 



①化審法改正の概要        （経済産業省 化学物質管理課 資料より抜粋）  

１．化学物質に対する関心の増大（国民の安心・安全） 

２．化学物質管理に関する国際目標達成の必要性 

○ ２０２０年までに、すべての化学物質による人の健康や

環境への影響を最小化。（２００２年環境サミット合意） 

  － 欧州では、新規制（ＲＥＡＣＨ）が２００７年に施行。 

○ 化審法（1973年制定）では、それ以降の新規化学物質 

についてすべて事前審査を実施。 

○ 一方、法制定前の既存化学物質については、国が一

部安全性評価を行ってきたが、多くの化学物質について

の評価は未了。 

３．国際条約との不整合 

○ 国際条約（ストックホルム条約）で、禁止される対象物

質について、一部例外使用を認める合意がされた。 

○ 現行法では、例外使用の規定が制限的であり、我が

国に必須の用途が確保できないおそれ。 

(1) 既存化学物質対策 
 

○ 既存化学物質を含むすべての化学物質について、  

   一定数量以上製造・輸入した事業者に対して、その 

    数量等の届出を新たに義務付け。 
 

○ 国は、上記届出を受けて、詳細な安全性評価の対象 

     となる化学物質を、優先度を付けて絞り込む。これら 

     については、製造・輸入事業者に有害性情報の提出 

     を求め、人の健康等に与える影響を段階的に評価。 
 

○ その結果により、有害化学物質及びその含有製品を 

     製造・使用規制等の対象とする。 
 

 

(2) 国際的整合性の確保 
 

○ 国際条約で新たに規制対象に追加される物質につ 

      いて、厳格な管理の下で使用できるようにする。 
 

       － 半導体向けの用途等 

改正の概要 

1973年 化審法制定 

2002年 環境サミット合意 

2004年 ストックホルム条約発効  

2007年 ＲＥＡＣＨ施行（欧州） 

 2020年 各国は安全性確認を終了 
（参考）関連の動き 

改正の背景・必要性 

 2018年 ＲＥＡＣＨの最終登録期限 
0 

包括的な化学物質管理の実施によって、有害化学物質による人や動植物への悪影響を防止するため、化学物

質の安全性評価に係る措置を見直すとともに、国際的動向を踏まえた規制合理化のための措置等を講ずる。 

別紙 ３     



低懸念の高

分子化合物 

既存化学物質（約２０,６００物質） 
（化審法公布以前にすでに製造・輸入していた化学物質） 

公示済み・判定済み物質（約８０００物質） 
（規制区分該当を除く） 年間製造・輸入総量 

１トン／年超 

年間製造・輸入総量 

１トン／年以下 

政令で定める場合 

（中間物等） 

新規化学物質 

監視化学物質 
 

【難分解・高蓄積・毒性不明】 
 

 ・製造・輸入実績数量、詳細用途等の届出 

届出・審査 

（民間がデータを提出） 

優先評価化学物質 
 

【人又は生活環境動植物への長期毒性の疑い、リスクの疑い】 
 

 ・製造・輸入実績数量、詳細用途等の届出 

 ・取扱事業者に対する情報伝達の努力義務 

 ※第二種及び第三種監視化学物質は廃止。これらからも、優先評価化学物質を指定。 

取扱状況の報告要求 

有害性調査指示 

第一種特定化学物質 
 

【難分解・高蓄積・人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性あり】 
 

 ・製造・輸入の許可制（事実上禁止） 

 ・政令指定製品の輸入禁止 

 ・政令指定用途（※要件の国際整合化）以外での使用の禁止 

 ・物質及び政令指定製品（物質使用製品）の取扱基準適合・表示義務 

 ・回収等措置命令 

第二種特定化学物質 
 

【人への長期毒性又は生活環境動物への長期毒性あり・リスクあり】 
  

 ・製造・輸入（予定および実績）数量、用途等の届出 

 ・必要に応じて製造・輸入予定数量等の変更命令 

 ・物質及び政令指定製品（物質使用製品）の取扱技術指針の公表 

 ・政令指定製品の表示義務 

人又は生活環境動植物へのリスクあり 

人または高次捕食動物

への長期毒性あり 

試験成績の提出、取扱状況の報告要求 

有害性調査指示 

事前確認 

（製造・輸入可） 

ばく露状況、有害性等

に基づく判断 

難分解・低蓄積 

１０トン／年以下 

難分解、高蓄積 人又は生活環境動植物へのリスクが十分に低くない。 

一般化学物質（推定７０００～８０００物質） 
製造・輸入数量（１トン／年以上）、用途等の届出 

人又は生活環境動植物

へのリスクが十分に低い。 
ばく露状況、有害性等 

に基づく判断 

1 

③化審法の体系（平成２３年４月１日～） 

難分解 



有害性の程度 

高                低 

高 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低 

暴
露
の
程
度 

高 高 高 高 

高 高 高 中 

高 高 中 中 

高 中 中 低 

中 中 低 低 

クラス外 

 ⑤ スクリーニング評価・リスク評価のイメージ 

リスク評価 

（二次） 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価 

優
先
評
価
化
学
物
質 

リスク評価 

（一次） 

第
二
種
特
定
化
学
物
質 

有害性 

調査指示 

一
般
化
学
物
質 

リスク低  
リスク低  

リスク低  

リスク ＝ 
有害性 

（ハザード） 
× 環境排出量 

（曝露量） 
2 

一
般
化
学
物
質 

優
先
評
価
化
学
物
質 一

般
化
学
物
質 

現状と変更なし 

リスクが十分に低いと判断できない 



 （参考） 人の健康に係る優先度マトリックス 

3 

1 2 3 4 クラス外

設定なし 有害性評価値≦0.005
0.005<有害性評価値≦

0.05
0.05<有害性評価値≦

0.5
有害性評価値>0.5 案

【変異原性試験結果等と併せ
て第二種監視化学物質相当】

25≦28日反復NOEL＜250

【第二種監視化学物質相当で
はない】

28日反復NOEL≧250
第二種監視化学物

質の判定基準

【区分１】
90日反復 LOAEL≦10

【区分2】
10<90日反復LOAEL≦100

GHSの分類基準（特

定標的臓器毒性（反
復暴露）

設定なし

有害性評価値≦0.005
0.005<有害性評価値≦

0.05
0.05<有害性評価値≦

0.5
有害性評価値>0.5 案

【High】
LOAEL≦50

【Moderate】
50<LOAEL≦250

米国EPAの基準

GHS区分１A 以下のいずれか
・GHS区分1B,2

・化審法判定における強い陽
性

・化管法の変異原性クラス1
・強弱不明の陽性結果

化審法の変異原性試験の
いずれも陽性※1

化審法の変異原性試験の
いずれかで陽性※1

以下のいずれか
・GHS区分外

・化審法の変異原性試験の
いずれも陰性

・in vivo試験で陰性※2

案

【第二種監視化学物質相当】
変異原性試験のいずれかで強

い陽性

【第二種監視化学物質相当で
はない】

変異原性試験のいずれも陰性 第二種監視化学物
質の判定基準

【区分1A】
ヒト生殖細胞に経世代突然
変異を誘発することが知ら

れている物質

【区分1B, 2】
ヒト生殖細胞に経世代突然変異
を誘発するとみなされる／可能

性がある物質

【区分外】
情報があり区分1又は2に分

類されなかった物質

GHSの分類基準
（生殖細胞変異原

性）

IARC　１
産業衛生学会　１

ACGIH　１　等

IARC　2A, 2B
産業衛生学会　2A, 2B

ACGIH　A2, A3 等

設定なし 設定なし IARC　3, 4
ACGIH　A4, A5 等 案

【区分１Ａ】
ヒトに対する発がん性が知

られている物質

【区分1B, 2】
ヒトに対しておそらく発がん性が

ある／疑われる物質

【区分外】
情報があり区分1又は2に分

類されなかった物質

GHSの分類基準
（発がん性）

1 10,000ｔ 超 高 高 高 高

2
10,000t 以下

1,000t 超
高 高 高 中

3
1,000ｔ 以下

100t 超
高 高 中 中

4
100ｔ 以下

10t 超
高 中 中 低

5
10ｔ 以下

1ｔ 超
中 中 低 低

クラス外 1ｔ 以下 クラス外

有害性クラス　（有害性の単位はmg/kg/day)
分類基準

有害性
の項目

人の健康に
係る有害性

クラス

一般毒
性

４つの項目に
ついて独立に
クラス付けし、
クラスの一番
きびしい（数
字の小さい）
クラスにする

【第二種監視化学物質相当】
28日反復NOEL＜25

【区分外】
100<90日反復LOAEL

生殖発
生毒性

【Low】
250＜LOAEL

変異原
性

発がん
性

暴
露
ク
ラ
ス
 

※
3

【反復投与毒性試験の中等度の毒性と併せて第二種監視化
学物質相当】

変異原性試験のいずれかで陽性※1

分類

基準

案の

有害

性ク

ラス

を

統合

※1 軽微な陽性、強い陽性を除く

※2 in vitroの変異原性試験で陽性の結果が

ある場合、「クラス外」とするかは個別に

専門家判断

※3 数量は、全国総排出量に分解性を加味

した量
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